
海区漁場計画変更案の作成に係る利害関係人の意見聴取について

漁業法（昭和24年法律第2 6 7号）第64条第８項において準用する同法第64条第１項の規定により、

宗谷海区漁場計画（令和５年５月31日北海道告示第10858号）を変更する案の作成のため、農林水産

省令で定めるところにより、当該海区で漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人

の意見を聴取することから、漁業法施行規則（昭和25年農林省令第16号）第22条第１項の規定によ

り、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項について、次のとおり

公表する。

１ 海区漁場計画

１件（別表のとおり）

２ 公表資料

宗谷海区漁場計画（第１５次定置漁業権）の原案

漁場図

３ 公表方法

（１）ホームページによる公開

北海道水産林務部水産局漁業管理課ホームページ

（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ggk/index.html）

（２）書面による縦覧

〒060－8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目

北海道水産林務部水産局漁業管理課

〒097－8558 北海道稚内市末広４丁目２－２７

北海道宗谷総合振興局産業振興部水産課

４ 公表資料の公開期間

（１）ホームページによる公開

令和５年６月30日（金）から令和５年７月31日（月）まで

（２）書面による縦覧

令和５年６月30日（金）から令和５年７月31日（月）まで（土、日及び祝日を除いた各日午

前９時から午後５時まで）

５ 意見の提出方法

意見の内容を記載した書面に「（１）氏名又は名称、（２）住所、（３）当該事案について利害

関係にあることの疎明」を添えて、原則として、電子メール、ファクシミリ又は郵便により提出

することとする。

なお、提出頂いたご意見などについて、問い合わせをする場合があることから、（４）電話番

号、（５）メールアドレス、（６）ファクシミリ番号のいずれかについても添えて提出すること

とする。

６ 意見の提出期限

令和５年７月31日（月）まで（郵便は締切日必着）

７ 意見の提出先

〒060－8588 北海道札幌市中央区北３条西６丁目

北海道水産林務部水産局漁業管理課（e-mail:suirin.gyokan1@pref.hokkaido.lg.jp）

８ その他意見の提出に関し必要な事項

なし


